
報道は、国⺠が⺠主主義社会において政治に関わっていくための判断材料を提
供するという重要な役割をになっており、憲法２１条「表現の自由」の保障のも
とにあります。

報道においては自主性・自律性が尊重される一方で、独立性・中立性も求めら
れます。しかし、規制が行きすぎると、不当な政治介入や報道の萎縮という問題
につながりかねません。

そこで、情報メディア法に精通している憲法学者の方に、海外の事例等も踏ま
えてご講演いただき、「表現の自由」と報道規制のあり方について考えていきま
す。

オンライン市⺠集会
マスメディアと表現の自由

〜 報 道 規 制 の あ り ⽅ を 考 え る 〜

主 催 ： 京 都 弁 護 士 会 ／ 共 催 ： 日 本 弁 護 士 連 合 会 （ 予 定 ）

電話 ０７５-２３１-２３３７
ＨＰ https://www.kyotoben.or.jp/

たじま やすひこ

田島 泰彦 さん
早稲田大学大学院非常勤講師

2021年
２月２０日 (土)
13:30〜15:30

※当日、弁護士会館にお越しいただいてもご参加いただくことはできません。
※ご参加のお申込みによりご提供いただいた個人情報は、当会のプライバシーポリシーに従い厳重に管理いたします。

日 時

開催方法
専門は憲法、 情報メディア法。
1999年4月より上智大学文学部新聞学科教授。2018年3月定年退職。
毎日新聞社「開かれた新聞」委員会委員なども歴任。
現在、早稲田大学大学院・同大学法科大学院非常勤講師。日本マ
ス・コミュニケーション学会に所属。
主な著書：『秘密保護法何が問題か : 検証と批判』 「表現を規制し
情報を統制する秘密保護法」 (担当:共編者(共編著者), 範囲:28-44、
岩波書店 2014年)、『この国に言論の自由はあるのか―表現・メ
ディア規制が問いかけるもの』 (岩波書店 2004年）

講 師

◆Ｚｏｏｍでのオンライン開催
◆参加無料
◆定員３００名（申込先着順）

◆申込⽅法
京都弁護士会ＨＰ（https://www.kyotoben.or.jp/event.cfm#10000143）から
お申込み下さい。
QRコードからもアクセスいただけます。

◆申込期限︓２月１７日（⽔）
参加⽅法等は、２⽉１６⽇（⽕）以降に、事務局から順次メールでお知らせします。
１８⽇（⽊）までに事務局からのメールが届かない場合、１９⽇（⾦）午前中まで
に京都弁護士会へお電話下さい。

https://www.kyotoben.or.jp/
https://www.kyotoben.or.jp/event.cfm#10000143

